
 墨田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 
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                    墨田区長  山  﨑    昇    

 

墨田区条例第４０号 



   墨田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 墨田区長等の給料等に関する条例（昭和２２年墨田区条例第７号）の一部を

次のように改正する。 

  第７条第１項中「及び１２月」を削り、「１００分の１６７．５」の次に「、１

２月に支給する場合においては１００分の１５９．５」を加える。 

  別表１中「１，１４４，０００円」を「１，１３９，０００円」に、「９２２，

０００円」を「９１８，０００円」に改める。 

第２条 墨田区長等の給料等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項中「に支給する場合においては１００分の１６７．５、１２月」を

「及び１２月」に、「１００分の１５９．５」を「１００分の１５３．５」に改め

る。 

   付 則 

 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第１条の規定（別表１の改正規定を除く。） 公布の日 

 ⑵ 第１条中別表１の改正規定 平成２１年１２月１日 

 ⑶ 第２条の規定 平成２２年４月１日 


